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２０２５年度職員の勤務労働環境の改善に関する要求書 
 

 

 平素は組合員の福利厚生や勤務労働環境の向上にご尽力いただき感謝申し上げます。 

さて、以下のとおり２０２５年度要求をとりまとめましたので、提出いたします。市

民サービスのさらなる向上を図るためにも、職員が健康で働き続けられることが重要で

す。要求を真摯に受け止めていただき、実現に向けて努力していただきますようお願い

いたします。 

 

１. 庁内で病気休職者が増えています。休職に至らないようにするためのメンタルヘル

ス、休職者の復帰後の細やかなフォローをお願いします。また、休職者の所属する

職場の状況にも目を配っていただき、他の職員が過度な負担を負うことがないよう

配慮をお願いします。 

 

２. 新型コロナ、インフルエンザなどの感染症対策として、庁舎内のアルコール消毒の

実施、マスク使用、アクリル板設置などが各職場の状況に応じて講じられています。

しかし所管課より予算が十分に配分されていない課もあります。来庁者、職員の両

方の健康を守る衛生面の手立てを、全庁的な対策と捉えて講じてください。 

 

３．市民課ではマイナンバーカードに関する来庁者が今年度ピークを迎えています。健

康保険証発行がなくなったことによる、マイナ保険証に関する対応も増えています。

区役所に来なくても手続きができるよう市や国に働きかけてください。また、電子

証明の更新について、窓口の密を避けるためにも区役所以外での対応を促進してく

ださい。 

 

４．保険年金医療課は事務センターへの集約化が進み、２０２５年１０月１日より介護

医療事務センターが新設されました。区役所の職員は減少する一方で、業務内容も

変更になっており、業務によってはスムーズにセンターに移行されていないものも

多くあります。集約化ありきの本庁の一方的なやり方ではなく、現場の声を聞いて

定期的に検証を行い、改善を促していただくようお願いします。またスマート区役

所に関しての新しい情報は所属長から職員へ迅速に共有していただき、職場で課題

が生じた際は迅速に対応していただくようお願いします。 

 

 

 



５．区役所は防災の要と位置付けられています。また、選挙事務に関しても区の職員は

兼務発令がされています。しかし一方で度重なる減員により、区の職員は減少して

おり、避難所運営や選挙事務の体制を維持していくことが困難になっている状況で

す。職員の配置の手立ても考えていただくとともに、本庁からの応援の在り方も含

めて、市全体として責任ある対応が取れる体制を考えてください。 

 

６．育休代替職員が必要な職場について、人事課で人の確保が出来ず、現場対応をまか

されている職場があります。人事課が責任を持って代替職員を確保してもらうよう

働きかけ、現場の負担が増えないように措置をお願いします。 

  また、令和７年度より代替職員が配置されない場合の応援手当が新設されています。 

該当職場が存在している場合は速やかに制度が適用できるよう配慮をお願いしま

す。 

 

７．この夏の猛暑により、「暑い中出勤してきて、庁舎に入った途端汗が噴き出る」「充

分に水分補給をしているにもかかわらず、窓口応対職場で体調不良や熱中症になっ

た職員がいる」など、適正な空調を求める声が多くの組合員より出されています。

空調が各階で調節できるように改修を検討していただくなど、来庁者と職員が快適

に過ごせるような手立てを早急にお願いします。 

 

 

８．会計年度任用職員、再任用職員の労働条件を引き上げてください。区役所では正規

職員とともに会計年度任用職員、再任用職員も重要な働き手になっています。 

  また、短時間勤務の職員が複数配置されている職場では、仕事が回らず規定の時間

に退庁できていない職員もいます。状況を把握して適切な手立てを講じていただく

ようにお願いします。 

 

９．窓口受付時間について、１２月より変更になる予定ですが、電話の対応時間も受付

時間に合わせるべきとの意見が多く出ています。 

  また、毎週木曜日の夜間延長窓口が導入されて一定の期間が経ちましたが、区役所

に来庁せずに済む施策を構築していく中で、市民にとって本当に便利な窓口となっ

ているのか改めて検証が必要ではないかと考えます。現状にとらわれることなく抜

本的な見直しの検討をお願いします。 

 

 

 

  


